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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２５年２月１９日 １７時３０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第５区 

神奈川県横浜市所在の横浜金沢木材ふ頭東防波堤灯台から真方位 

１４７°１.５海里付近 

（概位 北緯３５°２１.５′ 東経１３９°４０.５′） 

事故調査の経過  平成２５年２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第三幸
こう

陽
よう

丸、１８トン 

   ２００－２２４５０東京、有限会社森元船舶 

   １１.９９ｍ（Lr）×４.５０ｍ×２.０１ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、４７８.０８kＷ、平成３年１２月 

Ｂ クレーン台船 土岐
ど き

５号、トン数不詳 

   なし、株式会社上柳組 

   ２４.０ｍ×９.０ｍ×１.８ｍ、鋼 

   機関なし、平成９年５月建造 

Ｃ 台船 （船名なし）、トン数不詳 

   なし、株式会社上柳組 

   １８.０ｍ×５.０ｍ×１.４ｍ、鋼 

   機関なし、建造年不詳 

Ｄ 引船 万事
ま ん じ

丸、５トン未満 

   ２３５－８６４神奈川、株式会社上柳組 

   ９.１１ｍ（Lr）×２.５０ｍ×１.０５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１２１.４０kＷ、昭和５０年２月１７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年２月４日 

    免許証交付日 平成２４年１２月１７日 

           （平成３０年２月３日まで有効） 

Ｄ 船長Ｄ 男性 ４０歳 

   一級小型船舶操縦士 
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    免許登録日 平成１７年２月１８日 

    免許証交付日 平成２１年１２月１日 

           （平成２７年２月１７日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

Ｄ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 全損 

Ｃ なし 

Ｄ なし 

 事故の経過  Ｄ船は、船長Ｄが１人で乗り組み、クレーンが装備されている台船

のＢ船をえい
．．

航中、神奈川県横須賀市鷹取川の工事現場付近にある橋

の下を通過するため、船長Ｄが、Ｂ船に乗船している２人の作業員に

対し、Ｂ船の前後部の両舷タンク及びクレーンが設置されている凹所

（以下「凹所」という。）に３台のポンプで注水させ、Ｂ船の喫水を

深くし、Ｂ船は、Ｄ船にえい
．．

航されて橋の下を横浜市金沢漁港東方沖

に向けて通過した。 

 船長Ｄは、Ｂ船が橋を通過した後、Ｂ船の作業員に各タンク及び凹

所から排水を行わせながら航行し、Ｂ船を金沢漁港東方沖で待機して

いたＡ船に引き渡した。 

 船長Ｄは、Ｂ船に横抱きにされたＣ船の右舷側にＤ船を横抱きにさ

せてＣ船に乗り移り、Ｂ船の排水作業の指揮を執る予定でいたが、波

浪の影響でＤ船とＣ船とが接触を繰り返すため、横抱きをやめ、Ｃ船

の船尾にえい
．．

航索を取ってＤ船をつなぎ、Ｄ船で待機した。 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、待機中、船長Ａが、Ｂ船の乾舷

が低いことに気付いたものの、船長Ｄから、えい
．．

航中にＢ船の排水作

業を継続すると聞き、日没が迫っていることもあり、Ｂ船にえ
．
い
．
航索

を取った。 

Ａ船は、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船を引いた引船列を構成し、金沢漁港東

方沖から京浜港横浜区の大黒運河に向け、平成２５年２月１９日１６

時３０分ごろえい
．．

航を開始した。 

 船長Ａは、金沢木材ふ頭南東方沖を約４ノット（kn）の速力によ

り、波浪が少しあったので、船長Ｄと携帯電話で連絡を取り合って監

視を続けながら、陸岸寄りを航行中、Ｂ船は、排水作業を続けていた

が、前部両舷のタンクのマンホールが排水作業のために開放されてお

り、乾舷が低くなっていたことから、波浪が打ち込み、前部両舷のタ

ンク及び凹所に浸水した。 

船長Ａは、１７時１０分ごろＢ船が左舷側に傾いていることに気付

き、船長Ｄからの要請もあり、えい
．．

航速力を減じた。 
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 Ａ船は、約０.５kn に減速し、Ｂ船の作業員が排水作業を継続した

が、Ｂ船の傾きは修正されず、波浪の打ち込みによる浸水が続いた。 

 船長Ａは、Ｂ船の浸水状況の確認を行い、Ｂ船の船舶所有者に海上

保安庁への連絡を要請し、沈没に備えてえい
．．

航索を伸出した。 

 Ｂ船に乗船していた作業員２人は、危険を感じてＣ船に移乗し、ま

た、船長Ａ及び船長Ｄは、救助を待ちながら、Ｂ船を監視していた

が、Ｂ船は、１７時３０分ごろ、横浜金沢木材ふ頭東防波堤灯台南南

東方沖で沈没した。 

 船長Ａは、Ｃ船に移乗していたＢ船の作業員２人をＡ船に移乗さ

せ、Ｂ船の沈没場所付近で待機し、海上保安庁の巡視船が到着後、Ｃ

船及びＤ船を大黒運河にえい
．．

航した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北、風力 ５ 

海象：波向 北、波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 

 

 Ｂ船は、Ａ船によるえい
．．

航開始時の乾舷は、船首が約５０cm、船尾

が約３０cm であった。 

Ｃ船は、Ａ船によるえい
．．

航開始時、乗船者がいなかった。 

 船長Ｄは、Ａ船がえい
．．

航を開始する前、Ｃ船に移乗することができ

なかったので、Ｂ船の排水作業の状況を確認できなかったが、天気予

報により、風が収まってくるという情報を得ていたことから、えい
．．

航

が可能であると考え、日没が迫り、非常に寒かったこともあり、排水

作業の終了を待たず、船長Ａにえい
．．

航を依頼した。 

 Ｃ船は、Ｂ船が沈没したときにＢ船と係留していたロープが切断

し、沈没を免れた。 

 船長Ａは、えい
．．

航の経験が約２５年あり、本事故海域を航行した経

験は多数あった。 

 Ａ船とＢ船をつないでいたえい
．．

航索は、Ｂ船が沈没する際に浮力で

外れたため、船長Ａが回収した。 

 Ｂ船は、３月１７日に引き揚げられ、横浜市所在の係留施設にえい
．．

航され、後日、解撤された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり、Ｃ なし、Ｄ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ なし 

Ａ なし、Ｂ あり、Ｃ なし、Ｄ なし 

 Ａ船は、金沢木材ふ頭南東方沖において、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船をえ
．

い
．
航中、Ｂ船が、工事現場付近の橋を通過する際、タンク等へ注水し

て乾舷が低くなっており、Ａ船にえい
．．

航される間も排水作業を継続し

ていたものの、波浪の打ち込みにより、タンク等への浸水が続いたこ

とから、排水が間に合わず、沈没したものと考えられる。 

 船長Ａ及び船長Ｄは、えい
．．

航開始前にＢ船の乾舷が低いことに気付

いていたが、天気予報で風が収まってくるという情報を得ており、ま
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た、日没が迫っているとともに、寒かったので、えい
．．

航を開始したも

のと考えられる。 

 船長Ａ及び船長Ｄは、Ｂ船の排水作業が終了してから、えい
．．

航を行

っていれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、金沢木材ふ頭南東方沖において、Ａ船が、Ｂ船、Ｃ船及

びＤ船をえい
．．

航中、Ｂ船が、工事現場付近の橋を通過する際、タンク

等へ注水して乾舷が低くなっており、Ａ船にえい
．．

航される間も排水を

続けていたものの、波浪の打ち込みにより、タンク等への浸水が続い

たため、排水が間に合わず、沈没したことにより発生したものと考え

られる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶をえい
．．

航する際は、被えい
．．

船の安全が保たれていることを喫

水等から判断した上、えい
．．

航を開始すること。 

 


